
 

平成２９年度 関東信越厚生局地域包括ケア推進事業の実施予定 
 

１．会議等の実施予定 
（１）都県協議会 

① 実施時期 四半期に１回程度（５，８，１１，２月頃） 
② 場  所 さいたま新都心合同庁舎１号館 
③ 実施概要 主としてテーマ別に開催 

 
（２）政令指定都市意見交換会 

① 実施時期 四半期に１回程度（５，８，１１，２月頃） 
② 場  所 さいたま新都心合同庁舎１号館 
③ 実施概要 都県協議会実施後に同テーマで開催 
 

（３）認知症ブロック会議（本省と共催） 
  ① 日  程 未定（昨年は８月実施、本省と調整予定） 
  ② 場  所 さいたま新都心合同庁舎１号館 
  ③ 参加対象 都県 
  ④ 実施概要 未定（本省と調整予定） 
 
２．啓発活動の実施予定（セミナー等） 
（１）在宅医療・介護連携を推進するための地方自治体職員の育成プログラム

に関する説明会 
  ① 日  程 平成２９年５月（都県協議会と同時実施） 
  ② 場  所 さいたま新都心合同庁舎１号館 
  ③ 参加対象 都県 
  ④ 実施概要 平成２８年度老健事業で富士通総研により在宅医療・介護

連携を推進するための地方自治体職員の育成プログラムの

調査研究が行われている。その成果である研修プログラム

について説明。 
 
（２）地域包括ケア優良事例発表会 
  ① 日  程 平成２９年６月上旬 
  ② 場  所 さいたま新都心合同庁舎１号館 
  ③ 参加対象 自治体、事業者、一般等 
  ④ 実施概要 厚生労働省においては、「健康寿命を伸ばそう！アワード

（介護予防・高齢者生活支援分野）」として、地域包括ケア

システムの構築に向け、地域の実情に応じた優れた取組を
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行っており、かつ、それが個人の主体的な取組の喚起に資

するような取組を行っている企業、団体、自治体に対して

厚生労働大臣表彰等を行っている。これまでに表彰を受け

た企業、団体、自治体は管内にもあるが、取組の発表の機

会がなかったことから、管内における取組を周知するため

に事例発表会を行う。 
 
（３）介護予防・日常生活支援総合事業の現状と課題（第６回応援セミナー） 
  ① 日  程 平成２９年７月中旬 
  ② 場  所 未定（会場募集） 
  ③ 参加対象 未定 
  ④ 実施概要 詳細未定（移行した自治体のプロセスや事例紹介、生活支

援コーディネーターの活動紹介等を想定） 
※ 会場を提供していただいたところと共催＊します。 

 
（４）大規模集合住宅における地域包括ケアの推進（第７回応援セミナー） 
  ① 日  程 平成２９年９月中旬 
  ② 場  所 未定（会場募集、首都圏を想定） 
  ③ 参加対象 自治体、住宅事業者、一般等 
  ④ 実施概要 より具体的な実践報告（埼玉県、東京都、神奈川県以外の

自治体の事例も想定） 
※ 会場を提供していただいたところと共催＊します。 

 
 
（５）認知症対策の推進（第８回応援セミナー） 
  ① 日  程 平成２９年１０月中旬 
  ② 場  所 未定（会場募集、首都圏を想定） 
  ③ 参加対象 自治体、事業者、一般等 
  ④ 実施概要 若年性認知症対策、認知症の人を含む高齢者にやさしい地

域づくりの推進等 
   ※ 会場を提供していただいたところと共催＊します。 
 
（６）小規模自治体の地域包括ケア構築支援（第９回応援セミナー） 
  ① 日  程 平成２９年１１月中旬 
  ② 場  所 未定（会場募集） 
  ③ 参加対象 原則自治体 
  ④ 実施概要 共催県と協議してテーマ等の詳細を決定 



   ※ 会場を提供していただいたところと共催＊します。 
 
（７）第１０回、１１回応援セミナー 
  ① 日  程 平成２９年１２月～平成３０年１月 
  ② 場  所 未定（会場募集） 
  ③ 参加対象 未定 
  ④ 実施概要 未定（都県から要望により実施します。） 
   ※ 会場を提供していただいたところと共催＊します。 
 
    ＊共催の場合の留意事項 
    ① 会場借料が発生する場合は負担願います。 
    ② 出演者はご要望を伺い、当局で折衝します。 

③ 出演者の旅費・謝金については概ね折半とします。 
 （当局職員の旅費は当局負担） 

    ④ 参加募集、資料作成は当局で行います。 
    ⑤ 運営は協力願います。 
     
 
３．関東地方整備局との市区町村居住支援協議会に係る情報交換会 
（１）日  程 平成２９年６，９，１２月頃 
（２）場  所 さいたま新都心合同庁舎１号館 
（３）参加対象 都県、居住支援協議会設立済み及び設立意向市区町村 
        （いずれも、福祉・住宅両部局が参加） 
（４）実施概要 居住支援に係る福祉・住宅の連携、協議会の立ち上げ、 

住まいのマッチング、生活支援サービスの提供等 


